
定
期
監
査

対
象

　
市
長
部
局（
19
課
）、
消
防
本
部
、

議
会
事
務
局
、
教
育
委
員
会（
３
課
）、

農
業
委
員
会
事
務
局
、
監
査
委
員

事
務
局
、
公
営
企
業
３
事
業（
水
道
、

公
共
下
水
道
、
農
業
集
落
排
水
）

期
間

　
令
和
７
年
９
月
25
日
～
令
和
８
年

２
月
26
日

方
法

　
各
所
管
の
財
務
に
関
す
る
事
務
や

経
営
に
係
る
事
業
の
管
理
が
、
適
正

か
つ
効
率
的
に
行
わ
れ
、
住
民
福
祉

の
増
進
の
た
め
に
効
果
を
上
げ
て
い

る
か
な
ど
と
い
っ
た
点
に
着
目
し
、

提
出
さ
れ
た
資
料
に
つ
い
て
担
当
課

長
な
ど
に
説
明
を
求
め
ま
し
た
。

結
果

　
全
体
的
に
予
算
の
執
行
状
況
や
事

務
処
理
状
況
は
、
お
お
む
ね
適
正
に

処
理
さ
れ
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ

ま
し
た
。

財
政
援
助
団
体
な
ど
の
監
査

対
象
と
期
間

●�

株
式
会
社
塚
原
緑
地
研
究
所
：
令

和
７
年
10
月
１
日
～
29
日

●�

旭
市
ス
ポ
ー
ツ
協
会
：
令
和
７
年

12
月
１
日
～
24
日

方
法

　
市
が
補
助
金
を
交
付
し
て
い
る
団

体
や
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
に
対

し
、
補
助
金
の
管
理
運
用
状
況
、
施

設
の
管
理
や
会
計
処
理
に
関
す
る
事

務
の
執
行
状
況
な
ど
に
つ
い
て
、
関

係
書
類
の
提
出
を
求
め
調
査
を
行
う

と
と
も
に
、
関
係
者
に
説
明
を
求
め

ま
し
た
。

結
果

　
株
式
会
社
塚
原
緑
地
研
究
所
に
お

け
る
海
上
キ
ャ
ン
プ
場
お
よ
び
滝
の

さ
と
自
然
公
園
の
指
定
管
理
業
務
の

執
行
は
、
協
定
書
な
ど
の
目
的
に

沿
っ
て
適
正
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、

出
納
そ
の
ほ
か
の
事
務
も
、
お
お
む

ね
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
る
も
の
と

認
め
ら
れ
ま
し
た
。

　
旭
市
ス
ポ
ー
ツ
協
会
に
つ
い
て
は
、

補
助
金
に
係
る
出
納
そ
の
ほ
か
の
事

務
が
、
お
お
む
ね
適
正
に
執
行
さ
れ

て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

　
監
査
結
果
は
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確

認
で
き
ま
す
。

監
査
委
員

木
村
哲
三
、
宮
内
敏
之
、
木
内
欽
市

問
い
合
わ
せ
先

監
査
委
員
事
務
局

　
　
　
　
　
　
　
☎
62
‐
5
3
1
9

監
査
委
員
は
、
市
役
所
の
仕
事
が
正
し
く
効
率
的
に
行
わ
れ
、
事
業
の
効
果
を
上
げ
て
い
る
か
、

皆
さ
ん
の
納
め
た
税
金
な
ど
が
、
無
駄
遣
い
さ
れ
て
い
な
い
か
な
ど
を
確
認
し
て
い
ま
す
。

監
査
結
果
の
概
要
を
公
表
し
ま
す

令
和
７
年
度

市が保有する情報を開示しています
情報公開・個人情報保護制度の運用状況

市では、市政の透明性を高める「情報公開制度」と、個人の
プライバシーを守る「個人情報保護制度」を設けています。
その概要と令和７年度の運用状況をお知らせします。

情報公開制度とは
　公正で透明性の高い市政運営のため、公文書の開示を請
求できる制度です。
個人情報保護制度とは
　市が保有する個人情報の適正な取り扱いを確保し、本人
またはその代理人が、自身の個人情報の開示・訂正・利用
停止の請求をできる制度です。
情報開示・個人情報開示請求の流れ
①窓口で請求
　公文書や個人情報を保有する課か総務課へ請求書を提出
してください。請求書は、市ホームページから入手できま
す。

②開示・不開示などの決定
　請求のあった日から、情報公開制度の場合は15日以内、
個人情報保護制度の場合は30日以内に開示・不開示など
を決定し、請求者に通知します。
③開示などの実施
　担当課で行います。来庁の際は、決定通知書
とマイナンバーカードなどの本人確認書類を
持参してください。
令和７年度の運用状況

審議会などの会議の公開
　審議会などの会議は傍聴ができます。対象の会議は、開
催１週間前までに市役所１階のモニターでお知らせします。

問い合わせ先
総務課庶務行政班（☎62-5310）

区　分 情報公開 個人情報保護
請求件数 27件 166件
開示件数 ５件 165件
部分開示件数 ７件 ０件
不開示件数 16件 １件
※請求件数と各開示件数の合計は、必ずしも一致しません。
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